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 予算 
 

１ 予算措置 

 

平成 30 年 7 月豪雨により発生した災害廃棄物処理には莫大な経費がかかる見込みとな

っていたため、現計予算では対応できないと判断し、随時必要とされる経費について補正

予算を行った。 

 

予算費目は、財源として活用する災害等廃棄物処理事業費補助金の対象が衛生費とされ

ていることから、民生費の災害救助費ではなく、衛生費の塵芥収集費及びし尿収集費にお

いて、災害等廃棄物処理事業を新たに立てた。 

平成 30 年 9 月に災害廃棄物対策室が設置されるまで、一般廃棄物対策課が中心に業務

を行っていたことから、平成 30 年度予算については一般廃棄物対策課において予算措置

を行ったが、令和元年度当初予算以後については、災害廃棄物対策室にて予算措置を行い、

事務を継承した。 

また、財源としては，災害等廃棄物処理事業費補助金のほか、資源化物の売払収入、総

社市分の災害廃棄物処理にかかる受託事業収入と、災害対策債を充当した。 

 

表 ４.５ 歳出予算の費目 

区分 ごみ し尿 

款 衛生費 衛生費 

項 清掃費 清掃費 

目 塵芥収集費 し尿収集費 

事業 災害等廃棄物処理事業（塵芥） 災害等廃棄物処理事業（し尿） 

 

 

 平成 30 年度の予算対応 

平成 30 年度においては、まず市長専決による 7 月臨時補正において、主に災害廃棄物

の収集運搬及び処分費、減免となるし尿汲み取り手数料等について予算措置を行った。発

災直後で、この段階では災害廃棄物の発生量や収集運搬・処理期間の見通しが立っていな

かったため、業者からの見積額に対して余裕を持った車両数や期間を設け、予算が不足し

支払いができない事態にならないよう留意した。 

 

その後、8 月には災害廃棄物処理の一部を岡山県へ事務委託を行うことが決定しため、

当該経費について、同じく市長専決による 8 月追加補正を行った。なお、令和元年度、

令和 2 年度分についても債務負担行為を設定した。 

 



 
4-18 

続いて、9 月補正（以後は通常通り議決による）においては、主に公費解体制度の創設

に伴う、被災家屋の公費解体及び自費解体の償還に伴う経費、更には仮置場の管理運営の

委託化に伴う経費等を追加で要求した。 

なお、公費解体に伴う経費については、令和元年度について債務負担行為を設定した。

経費の算出にあたっては、これまでの実績や災害廃棄物処理の進捗状況、また、公費解

体・自費解体については、益城町や熊本市といった被災経験のある自治体の実績等が参考

になった。 

 

続いて、12 月補正において、それまでの補正予算要求時に想定できていなかった、真

備町内のし尿中継槽から総社市のし尿処理施設へし尿及び浄化槽汚泥を運搬する経費を追

加で要求した。 

 

最後に 2 月補正において、処理の進捗状況を踏まえ、不要額をそれぞれ減額した。ま

た、一次仮置場（吉備路クリーンセンター）の開設期間延長に伴い、管理運営経費につい

て債務負担行為を設定した。また、自費解体の償還金、一部の一次仮置場の原形復旧の経

費について、令和元年度へ明許繰越を行った。 

 

表 ４.６ 平成 30 年度倉敷市災害等廃棄物処理事業 予算総括表 

配当時期 
配当額 

（ごみ分） 

配当額 

（し尿分） 
主な経費 

7 月臨時補正 

（専決） 
1,632,252 千円 10,331 千円 

・ 災害廃棄物収集運搬・

処分費 

・ 重機等リース費 

・ し尿処理手数料 

8 月追加補正 

（専決） 
3,201,000 千円  

・ 岡山県への事務委託に

かかる負担金 

9 月補正 7,756,556 千円  

・ 公費解体・自費解体関

係経費 

・ 一次仮置場管理運営業

務委託料 

12 月補正  25,434 千円 
・ し尿・浄化槽汚泥運搬

業務委託料 

2 月補正 -2,883,731 千円  

・ 災害廃棄物収集運搬・

公費解体経費等不要額の

減額 

合計 9,706,077 千円 35,765 千円  

繰越 747,814 千円 
 ・ 自費解体償還金 

・ 一次仮置場復旧工事費   
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 令和元年度・令和 2 年度の予算対応 

令和元年度当初予算以後についても、災害廃棄物処理実行計画や災害廃棄物処理の進捗

状況を踏まえ同様に要求を行った。9 月補正において増額を行ったが、これは廃棄物への

土砂の付着や公費解体の対象範囲拡大等により、災害廃棄物発生推計量が増加となったた

めである。 

 

2 月補正においては、令和 2 年度について災害対策債の発行の可否が要求時点で明ら

かでなかったため、財源確保の観点から令和 2 年度分の必要経費を当初予算ではなく 2

月補正で計上し、当該経費について明許繰越を行った。 

表 ４.７ 令和元年度倉敷市災害等廃棄物処理事業 予算総括表 

配当時期 
配当額 

（ごみ分） 

配当額 

（し尿分） 
主な経費 

当初 7,694,649 千円  

・公費解体関係経費 

・一次仮置場管理運営委託料 

・岡山県への事務委託にかかる負

担金 

9 月補正 1,210,309 千円  

・公費解体関係経費 

・岡山県への事務委託にかかる負

担金 

2 月補正 1,327,291 千円  

・公費解体関係経費（令和 2 年度

分） 

・岡山県への事務委託にかかる負

担金（令和 2 年度分） 

・一次仮置場管理運営委託料等不

要額の減額 

合計 10,232,249 千円   

繰越 1,957,224 千円 

 ・公費解体関係経費 

・岡山県への事務委託にかかる負

担金 

 

 

 決算 

災害等廃棄物処理事業に伴う、事業費支出実績は次のとおりである。なお、令和 2 年

度については記録誌発行時点の決算見込額である。  
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２ 起債 

 

災害等廃棄物処理事業の財源は、資源化物売払収入等の事業収入と、それらを控除した残

りの 50％が災害等廃棄物処理事業費補助金、50％が災害対策債によって構成されている。 

 

起債にかかる事務については、本市においては財政課が一括して行っている。原則、災害

対策債の発行年度及び償還年限に関しては、発行は発災の当該年度のみで、償還年限は 10

年以内（うち据置期間 2 年以内）とされている。 

 

しかし、事業が複数年度にかかる場合、翌年度以後の起債ができず、交付税措置が受けら

れない事態になってしまう。そこで、平成 30 年 7 月豪雨対応に係る取り扱いとして、平成

31 年 2 月 15 日の総務省からの事務連絡で、災害対策債の発行年度が平成 31 年度につい

ても可能とし、償還年限は 15 年以内（うち据置期間 3 年以内）とされた。また、令和 2

年 2 月 27 日にも同様の事務連絡があり、令和 2 年度についても災害対策債の発行が可能

となった。 

 

 

 


